
静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 

平成 26 年度実証実験事業提案要領 

 

（趣旨） 

  会員主体による新たなスポーツ関連事業を毎年３件程度創出することを目標に掲げ、

目的達成に向けた実証実験を実施する。 

そのため、会員からこれに相応しい事業案を広く募集し、提案のあった事業案につい

てスポーツ産業の振興と地域経済への寄与を中心に審査し、実証実験事業として採択し

て実施する。 

 

１ 提案の方法 

  事業案を提案する会員は、別添の「静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 平成 26

年度実証実験事業提案書」を平成 26 年 6 月 25 日（水）までに事務局（静岡県経済産業

部商工振興課）あて提出する。 

また、適宜、参考となる資料も添付する。 

 

２ 実証実験を行う事業の条件 

（１）運営体制 

主催 ３者以上の会員（法人会員・個人会員・特別会員）で構成し、法人会員をプロ

ジェクトリーダー（事業実施主体会員）として、実施する。 

また、適宜、他の会員の協力、後援を求めていくこととする。 

共催 静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会が共催する。 

（２）事業に必要な経費 

事業に係る対象経費は、以下のとおり、静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会

が負担する。 

  ○助成率と助成上限額 

   助成率 1/2 

   助成額 5 万円～50 万円 

○助成対象経費 

施設・設備等使用料、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、専門家・講師に対する

謝金及び旅費、調査に必要な旅費、買上金及び謝金、委託費、試作にかかる経費、ボ

ランティアにかかる経費、保安警備等イベント開催にかかる臨時に雇用した職員の人

件費、スポーツ傷害保険等事業実施に伴い必要な保険にかかる経費 

  ○予算 

150 万円 

 

 

 



（３）事業内容 

  事業内容は、２つの部会の活動主旨に合わせ、以下のとおりとする。 

  ○部会が担当する実証実験の範囲 

部会 スポーツツーリズム部会 スポーツイベント・合宿部会 

方向性 交流人口の拡大 域内の活性化、スポーツクラブ・施設の活用

事例 ・ 異業種連携による新規性のあるアウトドアス

ポーツイベント 

・ スポーツ関連の周遊プラン、周遊切符など

の商品 

・ スポーツチームを中心とした地域振興イ

ベント 

・ スポーツ製造業と異業種が連携した都市

型集客イベント 

・ 企業・団体向けの健康増進、チームビル

ディング関連商品 

 

（４）その他 

・平成 27 年３月 20 日までに完了する新規事業を対象とする。 

・会員が既に実施している事業を継続して実施する場合には対象としない。ただし、

新たな会員が参加し、新たなサービスを提供するなど、事業に新規要素が認められ

る場合には支援対象とする。 

・ 参加者等の安全に十分に配慮した事業であることはもちろん、万一、事故等が生じ

た場合に万全の措置が講じられるよう、スポーツ障害保険などへの加入を考慮する。 

・ 事業規模は問わないこととし、採択件数は予算の範囲内で決定する。（実証実験のた

め、小規模事業も応募可とする。） 

・ 中間報告及び実施結果は、総会等において会員向けに事例発表報告する。 

 

３ 審査 

（１）審査の方法 

・ 審査会を設置し、審査委員が審査する。 

・ 審査会において、提案者がプレゼンテーションを行う 

（２）審査委員 

・ 委員は 4名とする。 

・ 委員はスポーツ産業の専門家を 1 名、理事から民間代表 1 名と行政代表を 1 名、会

員から 1名を選任する。 

・ 第三者のスポーツ産業の専門家を委員長とする。 

・ 提案を行う団体は、委員の選任対象から外れる。 

・ 適合性、新規性、実現性、発展性、継続性をそれぞれ 5点満点として採点する。 

・ 合計 15 点以上で合格ラインとする。応募多数の場合は、点数の高い順番から選択す

る。 



・ スポーツツーリズム部会、スポーツイベント合宿部会に所属する提案を最低 1 本以

上採択する。 

 

４ スケジュール 

 項      目 期  日 

１ 実証実験提案書の募集開始 平成 26 年 5 月 27 日(火) 

２ 実証実験提案書の提出期限 平成 26 年６月 25 日（水） 

３ 審査会 平成 26 年 7 月 9 日（水） 

４ 中間報告（進捗状況報告） 部会で随時実施 

５ 部会への実績報告 平成 27 年 3 月 20 日（金）まで

６ 事例発表報告 平成27年2月総会及び6月総会

 
 


